
議案第１０２号 小松島市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例について

《改正の趣旨》

道路構造令の一部改正を受け、自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道部分として「自転車通行帯」を新たに規定するとと

もに、これまで自動車及び自転車の交通量が多い道路に設けられることとされていた自転車道について新たな設置要件を追加するほか、一部文言の整

理等を行うもの。

小松島市市道の構造の技術的基準を定める条例(平成25年小松島市条例第8号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 備考

(車線等) (車線等) 

第4条 車道(副道，停車帯              ，交差点，車両の通行の

用に供するため分離帯が切断された車道の部分，乗合自動車停

車所及び非常駐車帯，屈折車線及び登坂車線のすりつけ区間並

びに車線の数が増加し，若しくは減少する場合又は道路が接続

する場合におけるすりつけ区間を除く。)は，車線により構成さ

れるものとする。ただし，第3種第5級又は第4種第4級の道路に

あっては，この限りでない。

第4条 車道(副道，停車帯，自転車通行帯，交差点，車両の通行の

用に供するため分離帯が切断された車道の部分，乗合自動車停

車所及び非常駐車帯，屈折車線及び登坂車線のすりつけ区間並

びに車線の数が増加し，若しくは減少する場合又は道路が接続

する場合におけるすりつけ区間を除く。)は，車線により構成さ

れるものとする。ただし，第3種第5級又は第4種第4級の道路に

あっては，この限りでない。

追加

2～4 （略） 2～4 （略） 

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

5 第3種第5級又は第4種第4級の普通道路の車道 5 第3種第5級又は第4種第4級の普通道路の車道(自転車通行帯を 追加
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    の幅員は，4メートルとするものとする。ただし，当該

普通道路の計画交通量が極めて少なく，かつ，地形の状況その

他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第33条の規定によ

り車道に狭窄部を設ける場合においては，3メートルとすること

ができる。

除く。)の幅員は，4メートルとするものとする。ただし，当該普

通道路の計画交通量が極めて少なく，かつ，地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合又は第33条の規定により

車道に狭窄部を設ける場合においては，3メートルとすることが

できる。

(車線の分離等) (車線の分離等) 

第5条 （略） 第5条 （略） 

2～5 （略） 2～5 （略） 

（略） （略）

6 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には，

さくその他これに類する工作物を設け，又は側帯に接続して縁

石線を設けるものとする。

6 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には，

柵  その他これに類する工作物を設け，又は側帯に接続して縁

石線を設けるものとする。

改正

7 （略） 7 （略） 

(副道) (副道) 

第6条 （略） 第6条 （略） 

2 副道  の幅員は，4メートルを標準とす

るものとする。

2 副道(自転車通行帯を除く。)の幅員は，4メートルを標準とする

ものとする。

追加

(自転車通行帯) 
第8条の2 自動車及び自転車の交通量が多い第3種又は第4種の道

路(自転車道を設ける道路を除く。)には，車道の左端寄り(停車

帯を設ける道路にあっては，停車帯の右側。次項において同じ。)
に自転車通行帯を設けるものとする。ただし，地形の状況その

追加
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他の特別の理由によりやむを得ない場合においては，この限り

でない。

2 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車

及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路(自転車道

を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には，安全かつ

円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある

場合においては，車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるもの

とする。ただし，地形の状況その他の特別の理由によりやむを

得ない場合においては，この限りでない。

3 自転車通行帯の幅員は，1.5メートル以上とするものとする。た

だし，地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合

においては，1メートルまで縮小することができる。 
4 自転車通行帯の幅員は，当該道路の自転車の交通の状況を考慮

して定めるものとする。

(自転車道) (自転車道) 

第9条 自動車及び自転車の交通量が多い第3種又は第4種の道路 

 には，自転車道を道路の各側に設けるも

のとする。ただし，地形の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ない場合においては，この限りでない。

第9条 自動車及び自転車の交通量が多い第3種(第4級及び第5級
を除く。次項において同じ。)又は第4種(第3級及び第4級を除く。

同項において同じ。)の道路で設計速度が1時間につき60キロメ

ートル以上であるものには，自転車道を道路の各側に設けるも

のとする。ただし，地形の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ない場合においては，この限りでない。

改正

2 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車 2 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車
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及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路(  
前項に規定す

る道路を除く。)には，安全かつ円滑な交通を確保するため自転

車の通行を分離する必要がある場合においては，自転車道を道

路の各側に設けるものとする。ただし，地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得ない場合においては，この限りでない。 

及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路で設計速

度が1時間につき60キロメートル以上であるもの(前項に規定す

る道路を除く。)には，安全かつ円滑な交通を確保するため自転

車の通行を分離する必要がある場合においては，自転車道を道

路の各側に設けるものとする。ただし，地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得ない場合においては，この限りでない。 

改正

3～5 （略） 3～5 （略） 

(自転車歩行者道) (自転車歩行者道) 

第10条 自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道 
     を設ける道路を除く。)には，自転車歩行者道を

道路の各側に設けるものとする。ただし，地形の状況その他の

特別の理由によりやむを得ない場合においては，この限りでな

い。

第10条 自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道

又は自転車通行帯を設ける道路を除く。)には，自転車歩行者道

を道路の各側に設けるものとする。ただし，地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合においては，この限りで

ない。

追加

2～4 （略） 2～4 （略） 

(歩道) (歩道) 

第11条 第4種(第4級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道

路を除く。)，歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道

路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道    
     を設ける第3種若しくは第4種第4級の道路には，そ

の各側に歩道を設けるものとする。ただし，地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合においては，この限りで

ない。

第11条 第4種(第4級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道

路を除く。)，歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道

路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道若しくは

自転車通行帯を設ける第3種若しくは第4種第4級の道路には，そ

の各側に歩道を設けるものとする。ただし，地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合においては，この限りで

ない。

追加
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2～5 （略） 2～5 （略） 

(視距等) (視距等) 

第20条 （略） 第20条 （略） 

2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)にお

いては，必要に応じ，自動車が追越しを行うのに十分な見とお

しの確保された区間を設けるものとする。

2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)にお

いては，必要に応じ，自動車が追越しを行うのに十分な見通し

の確保された区間を設けるものとする。

改正

(平面交差又は接続) (平面交差又は接続) 

第28条 （略） 第28条 （略） 

2 道路が同一平面で交差し，又は接続する場合においては，必要

に応じ，屈折車線若しくは交通島を設け，又は隅角部を切り取

り，かつ，適当な見とおしができる構造とするものとする。

2 道路が同一平面で交差し，又は接続する場合においては，必要

に応じ，屈折車線若しくは交通島を設け，又は隅角部を切り取

り，かつ，適当な見通し  ができる構造とするものとする。 改正

3～5 （略） 3～5 （略） 

(鉄道等との平面交差) (鉄道等との平面交差) 

第30条 道路が鉄道と同一平面で交差する場合においては，その

交差する道路は次に定める構造とするものとする。

第30条 道路が鉄道と同一平面で交差する場合においては，その

交差する道路は次に定める構造とするものとする。

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 見とおし区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の

中心線との交点から，軌道の外方車道の中心線上5メートルの

地点における1.2メートルの高さにおいて見とおすことができ

る軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は，踏切道に

おける鉄道等の車両の最高速度に応じ，次の表の左欄に掲げ

(3) 見通し  区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の

中心線との交点から，軌道の外方車道の中心線上5メートルの

地点における1.2メートルの高さにおいて見通す  ことができ

る軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は，踏切道に

おける鉄道等の車両の最高速度に応じ，次の表の左欄に掲げ

改正

改正
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る値以上とすること。ただし，踏切遮断機その他の保安設備

が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道の運転回数が

きわめて少ない箇所については，この限りでない。

る値以上とすること。ただし，踏切遮断機その他の保安設備

が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道の運転回数が

きわめて少ない箇所については，この限りでない。

踏切道における鉄道の車両の最高速

度

(単位 1時間につきキロメートル) 

見とおし区間の長さ

(単位 メートル) 

50未満 110 
50以上70未満 160 
70以上80未満 200 
80以上90未満 230 
90以上100未満 260 
100以上110未満 300 
110以上 350 

踏切道における鉄道の車両の最高速

度

(単位 1時間につきキロメートル) 

見通し  区間の長さ

(単位 メートル) 

50未満 110 
50以上70未満 160 
70以上80未満 200 
80以上90未満 230 
90以上100未満 260 
100以上110未満 300 
110以上 350 

改正

(待避所) (待避所) 

第31条 第3種第5級の道路には，次に定めるところにより，待避

所を設けるものとする。ただし，交通に及ぼす支障が少ない道

路については，この限りでない。

第31条 第3種第5級の道路には，次に定めるところにより，待避

所を設けるものとする。ただし，交通に及ぼす支障が少ない道

路については，この限りでない。

(1) （略） (1) （略） 

(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見とおすことが

できること。

(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通す  ことが

できること。

改正

(3) 待避所の長さは，20メートル以上とし，その区間の車道 
 の幅員は，5メートル以上とすること。 

(3) 待避所の長さは，20メートル以上とし，その区間の車道(自
転車通行帯を除く。)の幅員は，5メートル以上とすること。 

追加
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(交通安全施設) (交通安全施設) 

第32条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては，

横断歩道橋等，さく，照明施設，視線誘導標，緊急連絡施設，

駒止，道路標識，道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)及び

他の車両又は歩行者を確認するための鏡を設けるものとする。

第32条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては，

横断歩道橋等，柵  ，照明施設，視線誘導標，緊急連絡施設，

駒止，道路標識，道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)及び

他の車両又は歩行者を確認するための鏡を設けるものとする。

改正

(防護施設) (防護施設) 

第36条 落石，崩壊，波浪等により交通に支障を及ぼし，又は道

路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には，さく，擁壁そ

の他の適当な防護施設を設けるものとする。

第36条 落石，崩壊，波浪等により交通に支障を及ぼし，又は道

路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には，柵  ，擁壁そ

の他の適当な防護施設を設けるものとする。

改正

(小区間改築の場合の特例) (小区間改築の場合の特例) 

第40条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置

として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)
において，これに隣接する他の区間の道路の構造が，第4条，第

5条第3項から第5項まで，第6条，第8条               ，第9
条第3項，第10条第2項及び第3項，第11条第3項及び第4項，第1
3条第2項及び第3項，第16条から第23条まで，第24条第3項並び

に第26条の規定による基準に適合していないためこれらの規定

による基準をそのまま適用することが適当でないと認められる

ときは，これらの規定による基準によらないことができる。

第40条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置

として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)
において，これに隣接する他の区間の道路の構造が，第4条，第

5条第3項から第5項まで，第6条，第8条，第8条の2第3項，第9
条第3項，第10条第2項及び第3項，第11条第3項及び第4項，第1
3条第2項及び第3項，第16条から第23条まで，第24条第3項並び

に第26条の規定による基準に適合していないためこれらの規定

による基準をそのまま適用することが適当でないと認められる

ときは，これらの規定による基準によらないことができる。

追加

2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について

応急措置として改築を行う場合において，当該道路の状況等か

らみて第4条，第5条第3項から第5項まで，第6条，第7条第2項，

2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について

応急措置として改築を行う場合において，当該道路の状況等か

らみて第4条，第5条第3項から第5項まで，第6条，第7条第2項，
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第8条               ，第9条第3項，第10条第2項及び第3項，

第11条第3項及び第4項，第13条第2項及び第3項，第20条第一項，

第22条第2項，第24条第3項，次条第1項及び第2項並びに第42条
第1項の規定による基準をそのまま適用することが適当でない

と認められるときは，これらの規定による基準によらないこと

ができる。

第8条，第8条の2第3項，第9条第3項，第10条第2項及び第3項，

第11条第3項及び第4項，第13条第2項及び第3項，第20条第一項，

第22条第2項，第24条第3項，次条第1項及び第2項並びに第42条
第1項の規定による基準をそのまま適用することが適当でない

と認められるときは，これらの規定による基準によらないこと

ができる。

追加
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